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(57)【要約】
【課題】骨などの強い反射体を明瞭に画像化する。
【解決手段】視線設定部１８は、複数のエコーデータに
より構成される三次元データ空間に対して複数の視線を
設定する。画素演算部２０は、各視線ごとに、その視線
に沿った複数のエコーデータから、最大エコーデータと
最小エコーデータとを検出し、最大エコーデータと最小
エコーデータの差をその視線に対応した画素データとす
る。画像形成部２２は複数の視線に対応した複数の画素
データに基づいて超音波画像を形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受波するプローブと、
　プローブを制御することにより三次元空間内において送信ビームを走査する送信部と、
　プローブから得られる受信信号に基づいて受信ビームを形成することにより前記三次元
空間内から複数のエコーデータを収集する受信部と、
　収集された複数のエコーデータにより構成される三次元データ空間に対して複数の視線
を設定する視線設定部と、
　前記各視線ごとにその視線に沿った複数のエコーデータに基づいてその視線に対応した
画素データを算出する画素演算部と、
　前記複数の視線に対応した複数の画素データに基づいて超音波画像を形成する画像形成
部と、
　を有し、
　前記画素演算部は、前記各視線ごとに、その視線に沿った複数のエコーデータから検出
される大小の二つのエコーデータの差に基づいて、その視線に対応した画素データを決定
する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記画素演算部は、硬組織を通過する各視線に沿った複数のエコーデータから、前記大
小の二つのエコーデータとして、硬組織に対応したエコーデータとその硬組織に伴うシャ
ドウに対応したエコーデータとを検出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断装置において、
　前記画素演算部は、前記三次元データ空間に対して設定される複数の視線について、各
視線ごとに、その視線に沿った複数のエコーデータから、前記大小の二つのエコーデータ
として、最大エコーデータと最小エコーデータとを検出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置において、
　前記画素演算部は、前記三次元データ空間に対して設定される複数の視線について、各
各視線ごとに、その視線に沿った複数のエコーデータの変化値に基づいてその視線内に設
定される検出区間内から、前記最小エコーデータを検出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　複数の受信ビームの各々を視線とすることにより前記複数の視線が設定される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の超音波診断装置において、
　前記画素演算部は、各受信ビームごとに、その受信ビームの最深位置のエコーデータか
ら、その受信ビームに沿った複数のエコーデータの変化値に基づいて決定される境界位置
のエコーデータまで、を前記検出区間として、前記最小エコーデータを検出する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、骨などの強い反射体を画像化する技術に関す
る。
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【背景技術】
【０００２】
　産科などを含んだ多くの科目において超音波診断装置を利用した診断が盛んに行われて
いる。ＣＴやＭＲＩによって形成された画像情報と比較して、超音波診断装置により得ら
れた超音波画像は分解能の面などにおいて優位である。また、胎児の発育状況などを診断
するにあたっては、特に診断の安全面において、超音波診断装置は極めて優位である。
【０００３】
　例えば、胎児の発育状況の診断においては、胎児の骨などが診断対象とされる。本願の
発明者らは、超音波ビームに沿ってデータを積算する手法（特許文献１参照）や、エコー
データの最大強度値を検出する手法（特許文献２参照）などを提案しており、例えばこれ
らの手法を胎児の骨の診断に利用することができる。
【０００４】
　ちなみに、特許文献３には、最大値投影により得られた画像データと最小値投影により
得られた画像データの和に基づいて画像を形成する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－２４５１４６号公報
【特許文献２】特開平６－３４３６３６号公報
【特許文献３】特開平１１－５６８４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した技術的な事情を背景としつつ、本願発明者は、骨などの強い反射体を画像化す
る技術について研究開発を重ねてきた。
【０００７】
　本発明は、その研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、骨などの強
い反射体を明瞭に画像化することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様の超音波診断装置は、超音波を送受波
するプローブと、プローブを制御することにより三次元空間内において送信ビームを走査
する送信部と、プローブから得られる受信信号に基づいて受信ビームを形成することによ
り前記三次元空間内から複数のエコーデータを収集する受信部と、収集された複数のエコ
ーデータにより構成される三次元データ空間に対して複数の視線を設定する視線設定部と
、前記各視線ごとにその視線に沿った複数のエコーデータに基づいてその視線に対応した
画素データを算出する画素演算部と、前記複数の視線に対応した複数の画素データに基づ
いて超音波画像を形成する画像形成部と、を有し、前記画素演算部は、前記各視線ごとに
、その視線に沿った複数のエコーデータから検出される大小の二つのエコーデータの差に
基づいて、その視線に対応した画素データを決定する、ことを特徴とする。
【０００９】
　望ましい態様において、前記画素演算部は、硬組織を通過する各視線に沿った複数のエ
コーデータから、前記大小の二つのエコーデータとして、硬組織に対応したエコーデータ
とその硬組織に伴うシャドウに対応したエコーデータとを検出する、ことを特徴とする。
【００１０】
　望ましい態様において、前記画素演算部は、前記三次元データ空間に対して設定される
複数の視線について、各視線ごとに、その視線に沿った複数のエコーデータから、前記大
小の二つのエコーデータとして、最大エコーデータと最小エコーデータとを検出する、こ
とを特徴とする。
【００１１】
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　望ましい態様において、前記画素演算部は、前記三次元データ空間に対して設定される
複数の視線について、各視線ごとに、その視線に沿った複数のエコーデータの変化値に基
づいてその視線内に設定される検出区間内から、前記最小エコーデータを検出する、こと
を特徴とする。
【００１２】
　望ましい態様において、複数の受信ビームの各々を視線とすることにより前記複数の視
線が設定されることを特徴とする。
【００１３】
　望ましい態様において、前記画素演算部は、各受信ビームごとに、その受信ビームの最
深位置のエコーデータから、その受信ビームに沿った複数のエコーデータの変化値に基づ
いて決定される境界位置のエコーデータまで、を前記検出区間として、前記最小エコーデ
ータを検出する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明により、骨などの強い反射体を比較的明瞭に画像化することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態を示す図である。
【図２】三次元データ空間を説明するための図である。
【図３】三次元データ空間に基づいて形成される超音波画像を説明するための図である。
【図４】超音波画像の実例を示す図である。
【図５】差分画像の形成処理を説明するためのフローチャートである。
【図６】各受信ビームに沿ったエコー信号の一例を示す図である。
【図７】マスク処理に利用されるマスクと輝度変化信号を示す図である。
【図８】境界位置と最小値の検出を説明するための図である。
【図９】最大値の検出を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態を示す図であり、図１には、そ
の超音波診断装置の機能ブロック図が図示されている。
【００１７】
　プローブ１０は、超音波を送受波する超音波探触子である。プローブ１０は、二次元的
に配列された複数の振動素子を備えており、電子的に走査制御されて三次元空間内で超音
波を送受波する。なお、プローブ１０が、一次元的に配列された複数の振動素子を機械的
に揺動させて三次元空間内で超音波を送受波してもよい。
【００１８】
　送信ビームフォーマ１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子を制御することによ
り、超音波の送信ビームを形成してさらに三次元空間内において送信ビームを走査する。
受信ビームフォーマ１４は、プローブ１０が備える複数の振動素子から得られる受信信号
に対して整相加算処理などを施して受信ビームを形成することにより、各受信ビームに沿
って複数のエコーデータを形成する。
【００１９】
　三次元空間内において送信ビームが走査されてその三次元空間内において複数の受信ビ
ームが形成されることにより、三次元空間内から複数のエコーデータが収集される。こう
して三次元的に収集された複数のエコーデータがメモリ１６に記憶される。
【００２０】
　視線設定部１８は、収集された複数のエコーデータにより構成される三次元データ空間
に対して複数の視線（レイ）を設定する。そして、画素演算部２０は、設定された各視線
ごとに、その視線に沿った複数のエコーデータに基づいて、その視線に対応した画素デー
タを算出する。さらに、画像形成部２２は、複数の視線（レイ）に対応した複数の画素デ
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ータに基づいて超音波画像を形成する。こうして形成された超音波画像がモニタなどに表
示される。なお、図１に示した超音波診断装置の各部は、制御部３０により集中的に制御
される。
【００２１】
　次に、本実施形態における超音波画像の形成処理について詳述する。なお、既に図１に
示した部分（構成）については、以下の説明において図１の符号を利用する。
【００２２】
　図２は、三次元データ空間４０を説明するための図である。図２に示す三次元データ空
間４０は、比較的強い反射体である骨を含む三次元空間内において超音波ビームを走査し
て収集される複数のエコーデータにより形成される。
【００２３】
　超音波は、骨などの硬い組織により強く反射されて硬い組織を通過しにくいため、その
硬い組織よりも深い位置からのエコーが弱められ、シャドウと呼ばれる比較的エコーデー
タの小さい部分が発生してしまう。
【００２４】
　例えば、図２に示すように、三次元データ空間４０の上方から下方に向かう複数の超音
波ビームが形成されてエコーデータが収集されると、骨を通過する複数の超音波ビームの
骨よりも下方側においてシャドウが発生する。
【００２５】
　本実施形態において超音波画像を形成する際には、三次元データ空間４０に対して複数
の視線（レイ）が設定される。複数の視線は公知の手法を用いて設定される。例えば、複
数の視線が同一の平面から出発して互いに略平行に設定されてもよいし、複数の視線が同
一の視点から出発して互いに角度を伴って設定されてもよい。また、複数の受信ビームの
各々を視線としてもよい。以下においては、複数の受信ビームの各々を視線とした場合に
ついて説明する。
【００２６】
　図３は、図２の三次元データ空間４０に基づいて形成される超音波画像を説明するため
の図である。図３に示す超音波画像は、図２の三次元データ空間４０に対して、各受信ビ
ームに沿って視線（レイ）を設定して形成された画像に対応している。
【００２７】
　図３（Ａ）は、各視線ごとに最大値となるエコーデータを抽出し、複数の視線から抽出
される複数のエコーデータ（最大値）に基づいて形成される画像を示している。他の組織
との比較において骨は強い反射体であるため、各視線（各受信ビーム）ごとにエコーデー
タの最大値を抽出すると、図３（Ａ）に示すように、骨の部分５０ａにおいて高い輝度値
となる超音波画像が形成される。
【００２８】
　図３（Ｂ）は、各視線ごとに最小値となるエコーデータを抽出し、複数の視線から抽出
される複数のエコーデータ（最小値）に基づいて形成される画像を示している。骨を通過
する受信ビームにはその骨に伴うシャドウが発生するため、各視線（各受信ビーム）ごと
にエコーデータの最小値を抽出するとシャドウの部分が抽出され、図３（Ｂ）に示すよう
に、骨の部分５０ｂにおいて低い輝度値となる超音波画像が形成される。
【００２９】
　本実施形態においては、各視線（各受信ビーム）ごとにエコーデータの最大値と最小値
の差が算出される。そして、各視線ごとに算出される差をその視線に対応した画素の輝度
値とすることにより、複数の視線についての画素に基づいて超音波画像が形成される。
【００３０】
　図３（Ｃ）は、各視線ごとに最大値となるエコーデータと最小値となるエコーデータの
差を算出し、複数の視線についての差に基づいて形成される画像を示している。骨を通過
する受信ビームには、骨から得られる強いエコーとシャドウから得られる弱いエコーとが
存在する。そのため、最大値となるエコーデータを抽出することにより骨からの強いエコ
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ーが抽出され、最小値となるエコーデータを抽出することによりシャドウからの弱いエコ
ーが抽出される。こうして、骨を通過する受信ビームから抽出された最大値と最小値の差
は、骨を通過しない受信ビームから得られる差に比べて、大きくなる。
【００３１】
　そのため、図３（Ｃ）に示すように、骨の部分５０ｃにおいて高い輝度値となる超音波
画像が形成される。一方、骨以外の部分においては、エコーデータの最大値と最小値の差
が小さくなるため低い輝度値となり、骨の部分５０ｃが比較的明瞭に映し出される。
【００３２】
　図４は、超音波画像の実例を示す図である。図４（Ａ）に示す最大値画像は、図３（Ａ
）を利用して説明した最大値に基づく画像であり、図４（Ｂ）に示す最小値画像は、図３
（Ｂ）を利用して説明した最小値に基づく画像であり、図４（Ｃ）に示す差分画像は、図
３（Ｃ）を利用して説明した最大値と最小値の差に基づく画像である。
【００３３】
　図４（Ａ）の最大値画像では、骨の部分が高い輝度値で表示されるものの、骨の周囲の
組織においてもエコー値が大きいため、骨のみを明瞭に表示することが難しい。また、図
４（Ｂ）の最小値画像では、骨の周囲の組織が低い輝度値で表示されるものの、骨の部分
においてもシャドウの影響により低い輝度値で表示されてしまう。
【００３４】
　これに対して、図４（Ｃ）に差分画像では、骨の部分が比較的高い輝度値で表示され、
さらに、骨の周囲の組織が低い輝度値で表示される。そのため、図４（Ｃ）の差分画像で
は、骨の部分が極めて明瞭に表示される。
【００３５】
　このように、本実施形態によれば、骨の部分を明瞭に表示させることができるため、例
えば胎児の骨などの診断に適している。なお、胎児を診断対象とする場合には、羊水から
得られるエコーも小さいため、羊水から得られる小さいエコーを考慮しつつ、シャドウに
伴うエコーを検出できることが望ましい。そこで、羊水などの実組織に対応した低いエコ
ーを考慮して検出範囲を設定し、シャドウに伴う低いエコーを検出しつつ差分画像を形成
する処理について説明する。
【００３６】
　図５は、差分画像の形成処理を説明するためのフローチャートであり、図１の画素演算
部２０により実行される処理を示している。以下、図６から図９を適宜利用しつつ、図５
のフローチャートに沿って差分画像の形成処理について説明する。
【００３７】
　まず、１本の受信ビームに沿ったエコー信号、つまり受信ビームに沿った複数のエコー
データが入力される（Ｓ５０１）。
【００３８】
　図６は、各受信ビームに沿ったエコー信号の一例を示す図である。図６において、横軸
は視線の方向であり、各視線と各受信ビームとを一致させる場合には、横軸はビームの深
さ方向となる。一方、図６の縦軸はエコーの強度値（輝度値）を示しており、各深さにお
けるエコーデータの大きさに相当する。図６に示すエコー信号は、胎児を診断対象とした
場合のエコー信号の一例である。
【００３９】
　硬い組織は超音波を比較的強く反射するため、例えば、胎児の骨に対して交差するよう
に受信ビームが形成されると、図６に示すように、骨の部分において比較的大きな輝度値
が得られる。また、超音波が骨を通過しにくいため、図６に示すように、骨の部分よりも
深い領域において輝度値が全体的に低下する。この輝度値の全体的な低下に伴って超音波
画像内にシャドウが発生する。
【００４０】
　また、胎児を診断対象とする場合には、胎児の骨以外の組織部分や母体の腹壁部分にお
いて比較的強い輝度値が得られる。図６に示すように、骨以外の組織部分や母体の腹壁部
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分の輝度値よりも骨の輝度値は突出して大きい。なお、羊水の部分においても比較的小さ
な輝度値が得られる。
【００４１】
　図５に戻り、１本の受信ビームに沿ったエコー信号が入力されると、そのエコー信号を
構成する複数のエコーデータから、輝度値の最大値と最小値が検出される。Ｓ５０２から
Ｓ５０４は、最小値の検出処理を示している。最小値を検出する際には、まず、エコー信
号に対してマスク処理が施されて輝度変化値が算出され（Ｓ５０２）、算出された輝度変
化値に基づいて境界位置が検出される（Ｓ５０３）。そして、エコー信号の最深位置から
境界位置までの範囲において輝度値の最小値が検出される（Ｓ５０４）。
【００４２】
　図７は、マスク処理に利用されるマスクと輝度変化信号を示す図である。図７（Ａ）は
マスク処理に利用されるマスクを示しており、注目ボクセル（注目する深さにおけるエコ
ーデータ）を中心として、浅い方向（上）と深い方向（下）にそれぞれｎボクセル（例え
ばｎ＝３）を配置したマスクが図示されている。
【００４３】
　図６に示したエコー信号に対して、エコー信号の最深位置から浅い位置に向かって、図
７（Ａ）に示すマスクが適用される。そして、注目ボクセルの上（浅い側）に隣接するｎ
個のボクセルの輝度値の平均値と、注目ボクセルの下（深い側）に隣接するｎ個のボクセ
ルの輝度値の平均値と、が算出され、これらの平均値の差が注目ボクセルの位置における
輝度変化値とされる。
【００４４】
　こうして、最深位置から浅い方向に向かって、注目ボクセルを順次移動させつつ、各注
目ボクセルの位置において輝度変化値を算出して得られたものが図７（Ｂ）の輝度変化信
号である。図７（Ｂ）において、横軸は視線の方向（深さ方向）であり縦軸は輝度変化値
を示している。
【００４５】
　マスク処理により輝度変化値が算出されると、例えば予め設定された閾値（破線）を超
える輝度変化値に対応した位置が境界の位置として検出される。これにより、図６に示し
たエコー信号に含まれる胎児の骨とシャドウの境界に対応する位置が検出される。
【００４６】
　図８は、境界位置と最小値の検出を説明するための図であり、図８には、図６のエコー
信号と図７において検出された境界の位置が図示されている。そして、エコー信号の最深
位置から境界の位置までの範囲において輝度値が最小となるエコーデータが検出される。
こうして、図８に示す最小値が検出される。
【００４７】
　なお、最深位置から浅い位置に向かって、境界位置の検出と輝度値の確認を並行させ、
境界位置が検出されるまでの輝度値の最小値を検出するようにしてもよい。また、図７を
利用して説明した処理により境界の位置が検出されなかった場合には、例えば、受信ビー
ムの全域において最小値が検出されてもよい。
【００４８】
　図５に戻り、最大値を検出する際には、受信ビームの全域が検出対象とされる（Ｓ５０
５）。
【００４９】
　図９は、最大値の検出を説明するための図であり、図９には、図６のエコー信号とその
エコー信号のうちの最大値が図示されている。最大値の検出の際には、例えば、エコー信
号の最浅位置から深い位置に向かって、エコー信号の全域において輝度値が最大となるエ
コーデータが検出される。こうして、図９に示す最大値が検出される。エコー信号に骨の
部分が含まれている場合には骨の部分において最大値が検出され、エコー信号に骨の部分
が含まれていない場合には骨以外の組織部分において最大値が検出される。なお、骨の部
分と骨以外の組織部分との比較においては、骨の部分の輝度値が顕著に大きくなる。
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【００５０】
　図５に戻り、１本の受信ビームに沿ったエコー信号の輝度値の最大値と最小値が検出さ
れると、検出された最大値と最小値の差が算出され、その受信ビームに対応した画素デー
タとされる（Ｓ５０６）。こうして、対象となる１本の受信ビームに関する画素データが
算出されると、全ての受信ビームに関する処理の終了が確認され（Ｓ５０７）、処理され
ていない受信ビームが残っている場合には、Ｓ５０１からＳ５０６までの処理が繰り返し
実行され、全ての受信ビームに対する処理が実行される。
【００５１】
　そして、全ての受信ビームに対する処理が実行されると、全ての受信ビームに対応した
複数の画素データに基づいて差分画像が形成される。こうして、例えば、図４（Ｃ）に示
した差分画像が形成される。
【００５２】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００５３】
　１０　プローブ、１２　送信ビームフォーマ、１４　受信ビームフォーマ、１８　視線
設定部、２０　画素演算部、２２　画像形成部。

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７】
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